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米国にお ける ア クレディ テ
ー

シ ョ ン と政府の 関係

福留東土 （一橋大 学）

1．日本の 大学評価における自律性の課題

　わが国の 高等教育では 2004 年度か ら認証評価

制度が開始され、また同年度の国立大学の法人化

に伴 っ て国立大学法人評価もス タ
ー

トし、近い将

来にわた る大学評価の大枠がほぼ整えられた。こ

の うち、高等教育全般にわたる質の保証とい う観

点からは前者の認証評価が中核的な シス テム とな

る。認証評価の スキー
ムは大学による 自己評価と

それ に基づ くピアレビュ
ー

によっ て組み立て られ

て お り、今後、認証評価が本格化して い く中で 自

己評価に基づ くピアレビュ
ーとい うこ の仕組み に

実質的な意味を 与えていけるか どうかが日本の大

学評価に とっ て決定的に重要で ある。認証評価の

評価ス キーム には ピア レビュ
ー

の仕組みが貫徹さ

れて いる とは い え、そ の実施自体は国の法律によ

っ て 義務付けられ て お り、また認証評価を中心 と

する多元的な評価制度の導入が求められたそもそ

もの背景に は、大学の ア カウ ン タビリテ ィ を求め

る強 い 社会的なプレッ シャ
ー

が存在してきたか ら

である。 大学が自律的に質保証を行っ て い ける こ

とを社会に明確なかたちで示すことができなけれ

ば 自己評価に基づ くピアレビュ
ーの仕組みはそ

の有効性を疑われ、大学外部の諸力が介入するか

たちでの評価スキー
ムが検討の俎上にの ぼる可能

性がある との 指摘もなされ て いると こ ろである。

2．自律的な質保証としての米国アク レディテ
ー

シ ョ ンと政府による アカウンタビリテ ィ の要求

　自己評価に基づくピア レビュ
ー

の原型は米国の

アク レディ テ
ー

シ ョ ンにある 。 アクレディテーシ

ョ ン は、高等教育機関自身力湘 互の連帯によ っ て

設立した民間団体に よ っ て行われ る質保証の仕組

み で あり、政府か らは明確に独立したかたちで成

立してきた。 しかし、後に連邦政府の財源と関連

付けられる中で公的な性格を帯びるようにな り、

また質保証 の 中核的存在となる中で、近年アカウ

ンタビリテ ィ の観点を中心に政府側からアクレデ

ィテ
ー

ショ ンの変革を求める動きが強まっ て い る。

この ような動きは 90 年代に入る前後から本格化

し、それ に対して 高等教育とアクレディ テ
ー

シ ョ

ンの側も様々な面で の改革を進めて きた。しか し

それ で も現状に対する批判が収まる気配は見 られ

ず、逆に連邦政府の側か らはより抜本的な改革が

提起され るようにな っ て いる。本発表では、自律

的な質保証シス テム としての米国のアクレディ テ

ー
シ ョ ンの 理念を振り返ると ともに、政府との 関

係を中心に最近の動向をまとめ、わが国にとっ て

のインプリケ
ー

シ ョ ンを探る 。

3 ．連邦政府における最近の動向

　以
．
ドで は、連邦教育長官によ っ て設置された高

等教育将来検討委員会 （Secretary　ofEducation
’
s

Commission　 on 　 the　 Future　 of 　Higher

Education）における検討内容を中心に論じる 。

同委員会は 05 年 9 月に設立され、06年 8月に最

終報告書が提出される予定にな っ て い る 。

　上記委員会では主要検討事項の ひ とつ として ア

カウンタビリテ ィ の強化が掲げられており、主と

してその文脈の 中でアクレディ テ
ーシ ョ ン の問題

力瞰 り上げられ て い る。委員会で は必要 な論点を

提起した Issue　Papersが発行されており、 以下で

はまず、その ひ とつ で ある S6hray（2006）に沿っ て

アク レディ テ
ー

シ ョ ン に関わる論点とそれに対す

る連邦政府側の認識をまとめ て お く。

　論考の 中でアクレディテ
ー

シ ョ ンは 『  ge　and

complex 　public
−
private　System

”

と表現され そ

のような性格を持つ アクレディテ
ー

シ ョ ンが変革

を求められて い る背景が次の よ うに述べ られて い

る 。 グローバルな競争の拡大によ っ て 高等教育に

はこれ までにも増して高い質が要求されて い る 。

同時に公的財源が縮小して い る中で社会によるア

カウ ン タビリテ ィ の 要求が高まっ て おり、アク レ

ディテ
ー

シ ョ ンは効率性の 向上 とい う課題をも負

っ て い る。また、遠隔教育や営利大学など大学教

育の形態の多様化が進展してお り、アクレディ テ

ー
シ ョ ン には これ らに対応で きる柔軟性も求め ら

れて い る。しか し、アク レディテ
ー

シ ョ ンの シ ス

テムは社会か ら見ると複雑で あり、質に関わる情

報が十分に提供されているとはいえず、透明 陸を

高める努力が不可欠で ある 。 90 年代以降、と りわ

け教育成果の測定 ・提示につ い てさまざまな改善

が図られて きたこ とを認めながらも、 さらなる改

革課題として以下の ような内容が挙げられている。

　まず、アクレディ テ
ー

シ ョ ンの 自己規制の シス

テ ム を変革し、連邦政府による認証シ ス テム、ア

クレディテ
ー

シ ョ ン団体の運営、アクレディ テ
ー

シ ョ ンの プロ セスなどにわたっ て 、政府を含めた

公的なステ
ー

クホルダー
の関与を高めるべ きであ
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ると提言されて い る 。 それによ っ て アク レディテ
ー

シ ョ ンの
一貫性と透明性を高めようとい うの で

ある。また、アクレディ テ
ー

シ ョ ンにおいて機関

の パ フ ォ
ー

マ ン ス 、とりわけ教育成果の測定 ・提

示によ り重点を置 くこ とが提言され て いる。

一
方

でインプッ トやプロ セ ス に関わる条件につ い ては

機関による多様性や革新を促進できるよう柔軟な

もの とする必要性が述べ られて い る。こ こでは、

地域や機関タイプによる基準の違い を極力廃して

全米レベ ルの基準を設定することやそれによっ て

大学間の比較可能性を高める こ と、最低水準では

な く高い水準の質を測定 ・促進する必要性な どに

も触れられるな ど、かな り踏み込んだ内容とな っ

て い る 。 さらに、大学の実態やアクレディ テ
ー

シ

ョ ンに関わる情報を
一
貫したかたちで開示 し、消

費者や社会に対する透明性を高め られ るような共

通性あ る基準とシ ス テム の構築が提言され て い る。

　全体としてアクレディ テ
ー

シ ョ ンの
“
public

”

な側面が前面に押し出されてお り、これまで 以上

に大学外部の要求に応え て い くこ ととともに、ア

クレディ テ
ー

シ ョ ンの 共通性や一貫性を高め る こ

とによっ て 透明性とアカウンタビリティを高める

必要があるという論調が貫かれ て い る。 そして 、

以上 の枠組みを構築する主体として、幅広い ステ
ー

クホルダー
が参加する

LNationalAcereditation

Workng 　Group
”

の創設を答申すべ きで あると述

べ られ て い る 。

　以上の主張と ほぼ同趣旨の 内容 は、岡 じく

Issue　Papelsの ひ とつ である Dickenson（2006）に
お い て も論じられ て い る 。 そこ では特に、自己規

制を重視するアク レディテ
ー

シ ョ ンが高等教育自

身の 目的を追求する こ とに傾注し過ぎてお り、公

的な機能を軽視して い るという認識が示され、よ

り強い論調で ア クレディ テ
ー

シ ョ ンの現状が批判

されている。伝統的なシステムは時代遅れとなっ

て お り、今日求められる機能を果たすために、全

米 レベ ルでのアク レディテ
ー

シ ョ ン機能を持 っ た

強力な組織体の 創設の 必要性が主張されて い る

（NationalAccre（litation　Foundation）。

　これ らの議論が最終報告書にどの ように盛 り込

まれるの か はまだ確定して いないが、ドラ フ トを

見る限 り、Schray（2006）の基調を要約するかたち

でまとめられるのではないか と予測される。いず

れにして も以上の 主張は、90 年代以降の政府によ

るアクレディ テ
ー

シ ョ ンに対する姿勢をよ り強い

論調で再提示したもの と捉える こ とができる。

一
　以上 の議論はアクレディ テ

ー
シ ョ ン側か らはど

の ように捉え られているのだろうか。アクレディ

テ
ー

シ ョ ン に関する全米の調整 ・認証団体で ある
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CHEA は以下のような声明を公表して い る。

　 CHEA は、アクレディ テ
ー

シ ョ ンは高等教育の

自律 性 ・自治と責任の バラ ン ス を重視してお り、

それが米国高等教育の成功の背景をな して きたこ

とを主張する。政府の手による全米 レベ ルでの統

合・共通化はこれらの価値を無視した提案で あり、

高等教育の質の基盤を揺るがす危険があるとして

反対の 立場を表明して い る。そ こで は機関独自の

ミ ッ シ ョ ン と多様 性が損なわれることへ の危惧も

述べ られて い る。一
方でアカウンタビリテ ィ に関

連してアクレディ テ
ー

シ ョ ンが取り組む べ き課題

と して以下の 3点を挙げて い る 。   機関の パ フォ

ー
マ ン ス と教育の成果に関する根拠の提示を促進

すること、  パ フ ォ
ー

マ ン スや成果に関する情報

を分かりやすく透明性を持っ て 開示で き る フ ォ
ー

マ ッ トを整え る こ と、  大学間比較やランキ ング

が社会的関心を呼んでいる こ とを踏まえ、これら

を取 り入れる可能性につ い て検討を進めること、

またこれに関連して特に地域アクレディ テ
ー

シ ョ

ン で は全米レベ ル の活動につ い て検討する こ と。

　全米レベ ルで の アクレディ テ
ー

シ ョ ンの統合 ・

共通化とい う委員会の提言はラディカル で あり、

それゆえ目を引くもの で あるが、それは現在の シ

ス テム の大変革を意味し、実現性が高い とは思え

ない。しか し、アカウンタビリティに関わるそ の

他の点につ いては、委員会の 問題意諷 嵐 程度の

差はあれ、概ねアク レディテ
ー

シ ョ ン側にお いて

も共有され て お り、CHEA ．の文書に は
一
部踏み込

んだ表現もみ られる。一
方で、以上 の議論はあま

りにもアカウンタビ リテ ィ の観点のみに傾斜して

おり、 必ずしもアクレディテ
ー

シ ョ ン の理念全体

にわたるもの で はない ようにもみえる。それは、

政府による制度化に先立 っ て 自律的な質保証の シ

ス テムが確立して い たとい う米国固有の文脈に根

差すものでもあろう。だがいずれにしても、今後

わが国が自律的な質保証シス テムを、
“

pubhc
”

な

枠組み の 中で構築して い く上で 、米国 の経験はさ

まざまな示唆を与えて くれ て いるように思われる 。
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